
1 

 

2010年 11 月 25日 

 

地方議会議員年金制度の見直しに関する提言 

 

民主党・地方議員年金ＰＴ座長 小川 淳也 

 

 地方議会議員年金制度は、昭和 36 年に互助年金制度として創設されて以来、

数次の見直しにも関わらず、財政が予想を上回って悪化し、市・町村議会議員

共済会の積立金は平成 23年度にも枯渇、都道府県議会議員共済会も平成 33年

度に積立金が枯渇する見込みに陥っている。 

総務省は「地方議会議員年金制度検討会」において対応策を検討し、平成 21

年 12月に存続案（A案、B案）および廃止案の三案を提示した報告書をとりま

とめたが未だ見解は一本化されず、三共済会に対し意見集約を求めている。 

 いずれにしても現行のままでは市・町村議会議員年金財政が来年度にも破た

んする見通しとなっており、政府が必要な措置を行う必要があることを踏まえ

て、民主党では、地方議員年金ＰＴを設置し、党としても本年金制度の見直し

についての結論を早急に得て、11月中に政府に提言を行うこととした。 

 本ＰＴでは集中的に三共済会等関係者や自治体議員等から意見の聴取や民主

党組織所属の全自治体議員を対象にアンケート調査を行った上で検討を行ない、

以下の政府に対する提言内容をとりまとめた。 

  

１． 地方議会議員年金制度の現状 

 

 地方議会議員年金制度は互助年金制度として創設されたが、議員構成の変化

や制度の構造的な問題等により収支が悪化した。そのため、議員年金制度は掛

金の引き上げ、給付の引き下げ、公費負担（地方公共団体）の引き上げなど様々

な制度変更が試みられた。しかし、受給者数が会員数を大幅に上回っており、

掛金の大幅引き上げ、給付の大幅な引き下げや公費負担の大幅な引き上げなし

に将来的に維持することは極めて困難な制度となっており、本来の互助年金制

度の性格からかけ離れてきている。さらに、市町村合併により議員数が激減し、

行政改革努力の結果で議員定数や報酬が削減されるなどしたため、市議会議員

共済会・町村議会議員共済会の積立金は平成 23年度、都道府県議会議員共済会

は平成３３年度に積立金の枯渇が見込まれている。  
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２． 三議会議長会の考え方について 

 

現時点での各議会議長会の考え方は以下の通り。 

 

○ 都道府県議会議長会の考え方 

 ①給付水準を 10％カット、②掛金の引き上げ、③合併による激変緩

和負担金も含め公費負担率を約 50％まで引き上げた上で制度を維持

（総務省検討会報告書存続Ａ案） 

 廃止する場合の考え方を提言するとした意見も 1/4程度。（その際に

は一時金は掛金総額の 64％超を確保すべき。） 

 

○ 市議会議長会の考え方 

 制度を廃止し、既裁定者には現行制度に基づく給付を行い、受給資

格者には一時金（掛金及び特別掛金総額の 80％）又は現行制度に基

づく年金を給付。また、受給資格のない者には一時金（掛金及び特

別掛金総額の 80％）を給付。 

 

○ 町村議会議長会の考え方 

 ①給付水準を 5％カット、②掛金の引き上げ、③合併による激変緩和

負担金も含め公費負担率を最大 57.6％まで引き上げた上で制度を維

持。（総務省検討会報告書存続Ｂ案） 

 

３． 民主党・地方議員年金ＰＴで実施したアンケート結果の概要 

 

民主党が実施した民主党全都道府県連所属自治体議会議員を対象にしたア

ンケート（回答率 48％、回答数 1,249）では 4割以上が廃止すべき、約 3割

が廃止やむなしと回答し、合計 7割以上が「廃止」と回答した。また、存続 A

案、存続 B案を支持する人は、それぞれ 12％、10％だった。さらに廃止の際

の方法について様々な意見・論点が示された。 

また、11月 5日に開催した地方議員年金 PTにおける全都道府県連所属の自

治体議員の代表者からのヒアリングの際も同様に、ほとんどが廃止やむなし、

廃止すべきという意見を表明した。また、様々な廃止に際しての意見が出た。 
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４． 提言 

 

（1） 地方議会議員年金制度の存廃について 

  

 民主党・地方議員年金 PTは計 7回の総会を通して、各関係者、当事者、団

体からのヒアリング、党所属自治体議員との意見交換を行い、各案について議

論を重ねてきた。その結果、今以上の掛金の引き上げ、給付の引き下げ、公費

負担（地方公共団体）引き上げ等について関係者及び国民の理解を得るのは困

難であること、また、それらの措置を行ったとしても、現時点で地方議会議員

年金制度の将来にわたる維持は困難であるとの意見に集約されたため、本ＰＴ

としては廃止すべきであるとの結論に至った。 

 

 よって、政府は、速やかに地方議会議員年金制度を廃止するための法律を

整備すること。 

 

（2） 廃止に際して講じるべき措置について 

 

 廃止に際しては、旧国会議員互助年金制度の廃止の方法が参考になると考え

る。ただし、地方議会議員年金は過去に 30％の給付の引き下げを行い、既に

旧国会議員互助年金廃止時以上の給付引き下げが実施されている経緯から、旧

国会議員互助年金廃止時と全く同じ形での現受給者・既裁定者の給付引き下げ

は困難である。一方で、高額受給者・高額所得者については給付の引き下げや

支給停止措置の強化を行い、廃止に係る公費負担投入の必要性を踏まえ、受給

者にも一定の理解と協力を得た上で、国民の理解を得ることが必要である。 

  

 よって、政府は、廃止に際して以下の措置を講じること。 

 

① 廃止時点で年金受給資格を有する現職議員（在職 12年以上）につい

て、退職年金又は退職一時金のいずれかの給付を受けることを選択

できるようにする。 

 

② 既裁定者も含め、退職年金額が一定額（概ね年額 200万円程度）を

超える場合、その超える部分の 10％程度の額を引き下げる。 

 

③ 廃止時点の現職議員に支給する退職一時金の額は、掛金総額及び特

別掛金総額の 80％とする。 
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④ 退職年金の最低保障額は撤廃し、高額所得者に対する支給停止措置

を強化する。 

 

⑤ 退職一時金の支給時期を、制度廃止後直近の任期満了時とする。 

 

⑥ 廃止方針決定後の平成 23年１月以降に退職して一時金を受給する

者については、同月から廃止法施行までの間の掛金総額及び特別掛

金総額は、100％を一時金に算入する。 

 

５． 今後の課題 

 

○ 地域主権改革と並行して、地域の住民を代表する多種多様で有能な人材が地

方自治に参画できるような、地方自治体の議会のあり方の検討を進めるべき。 

 

○ 早期に例外なき年金制度の一元化を実現するため、政府は検討を着実に進め

るべき。 

 

         以上 


